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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  バットレスを形成すべき段差部を含む根切り溝を掘溝し、埋め殺しとなるバットレス用
型枠が前記段差部に位置するように、該バットレス用型枠を含む捨型枠を前記掘溝した根
切り溝内に建込み、該建込んだ捨型枠の周囲と前記バットレス用型枠の位置する前記段差
部とに土を埋め戻した後、前記建込んだ捨型枠内に配筋を行ってコンクリートを打設する
バットレスの施工方法であって、
　前記バットレス用型枠が、前記根切り溝の側壁に対向する１対のバットレス側面型枠と
、該１対のバットレス側面型枠間に配置され、該根切り溝の底面に対して傾斜した状態で
前記１対のバットレス側面型枠に固着されるバットレス底板とを有しており、該バットレ
ス底板の少なくとも一部を外した状態で前記掘溝した根切り溝内に建込み、該建込んだ捨
型枠の周囲と前記バットレス底板の外した状態の少なくとも一部に対応する前記段差部と
に土を埋め戻した後、前記バットレス底板の外した状態の少なくとも一部を前記１対のバ
ットレス側面型枠に固着することを特徴とするバットレスの施工方法。
【請求項２】
  前記バットレス底板全体を外した状態で前記掘溝した根切り溝内に建込み、該建込んだ
捨型枠の周囲と前記バットレス底板全体に対応する前記段差部とに土を埋め戻した後、前
記バットレス底板の全体を前記１対のバットレス側面型枠に固着することを特徴とする請
求項１に記載のバットレスの施工方法。
【請求項３】
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  前記バットレス底板が複数領域に分割可能に構成されており、該バットレス底板の少な
くとも１つの分割された領域を外した状態で前記掘溝した根切り溝内に建込み、該建込ん
だ捨型枠の周囲と前記バットレス底板の外した状態の少なくとも１つの分割された領域に
対応する前記段差部とに土を埋め戻した後、前記バットレス底板の前記固着されていない
少なくとも１つの分割された領域を前記１対のバットレス側面型枠に固着することを特徴
とする請求項１に記載のバットレスの施工方法。
【請求項４】
  前記根切り溝の底面に対して傾斜した状態で前記１対のバットレス側面型枠にそれぞれ
固着された１対の受けアングルをさらに備えており、前記バットレス底板が該１対の受け
アングルによって支持されていることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載
のバットレスの施工方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、捨型枠を用いた大規模建屋等の基礎を施工する方法に係り、特にバットレス
の施工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
  建設物の基礎でバットレス（控え壁）になる箇所の施工は、バットレスを形成すべき段
差部を含む根切り溝を掘溝し、木製の型枠を設置してコンクリートを打設した後に脱型し
、バットレス下部の空いた空間に土を埋め戻す方法が一般的に使われている。
【０００３】
  例えば、図１０に示すように、従来の施工方法においては、基礎１とバットレス２に対
応する根切り溝１０を掘溝し、型枠を設置して鉄筋４０を配置し、コンクリート５０を打
設した後に脱型し、バットレス２下部の空いた空間に土３０を埋め戻すことが行われてい
た。この場合、土３０を埋め戻す際に、バットレス２の下部に土３０を完全に充填するこ
とができず、空洞Ｈが形成される。
【０００４】
  また、例えば、特許文献１には、バットレス及び錘形基礎を有する擁壁の施工方法が提
案されている。この特許文献１の施工方法において、バットレスの上端面は、高地盤Ｇ側
に水平に延び、バットレスの下端面は、柱の柱脚部から高地盤Ｇに向かって斜め上方に延
びるように形成される。擁壁の施工において、先ず、杭、基礎及びバットレスを施工する
ために必要とされる最小限の範囲だけ高地盤Ｇを掘削し、杭の杭孔に鉄筋を配筋し、杭孔
にコンクリートを打設して、場所打ちコンクリート杭を施工する。柱及びバットレスの主
筋は、杭の配筋と同時に少なくとも部分的に施工され、主筋は、主杭のコンクリートに定
着する。次いで、基礎の配筋及びコンクリート打設を行い、基礎を施工する。しかる後、
柱、壁体、バットレス及び基礎の配筋並びにコンクリート打設を行う。各部のコンクリー
ト及びモルタルの硬化後、掘削土の埋戻しを行い、擁壁の工事を完了する。この場合も、
バットレスの下部に土を完全に充填することができず、空洞が形成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－１７１８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
  上述したように、従来のバットレスの施工方法によると、コンクリートを打設し、さら
に型枠の脱型の後、バットレス下部の空いた空間にその両側から土を埋め戻すことが要求
されるため、土の充填及び埋め戻しが非常に困難であり、どうしても空洞Ｈが形成されて
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しまうという問題点があった。また、従来のバットレスの施工方法はコンクリートを打設
する前にバットレス下部に土を先行埋め戻することができなかった。
【０００７】
  また、従来のバットレスの施工方法は、型枠を設置してコンクリートを打設した後に脱
型する必要となるため、手間がかかり、また、コンクリートを打設した後、コンクリート
が固まって強度が出るまで脱型することができないため、工期が長くなるという問題点も
あった。
【０００８】
  従って本発明の目的は、バットレスの傾斜面の下部に土の充填及び埋め戻しが容易にで
きるバットレスの施工方法を提供することにある。
【０００９】
  本発明の他の目的は、型枠の脱型が不要であり、工期の短縮を図ることができるバット
レスの施工方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
  本発明によれば、バットレスを形成すべき段差部を含む根切り溝を掘溝し、埋め殺しと
なるバットレス用型枠が段差部に位置するように、バットレス用型枠を含む捨型枠を掘溝
した根切り溝内に建込み、建込んだ捨型枠の周囲とバットレス用型枠の位置する段差部と
に土を埋め戻した後、建込んだ捨型枠内に配筋を行ってコンクリートを打設するバットレ
スの施工方法が提供される。
【００１１】
  コンクリート打設前に捨型枠の外側を先行埋め戻しする際に、バットレスの下部に対応
する段差部にも埋め戻しを行うので、バットレスの傾斜面の下部への土の充填及び埋め戻
しが容易となり、また、捨型枠を用いることにより、バットレスの下部においても型枠の
脱型を行う必要がなくなり、工期の短縮化を図ることができる。
【００１２】
  バットレス用型枠が、根切り溝の側壁に対向する１対のバットレス側面型枠と、１対の
バットレス側面型枠間に配置され、根切り溝の底面に対して傾斜した状態で１対のバット
レス側面型枠に固着されるバットレス底板とを有しており、バットレス底板の少なくとも
一部を外した状態で掘溝した根切り溝内に建込み、建込んだ捨型枠の周囲とバットレス底
板の外した状態の少なくとも一部に対応する段差部とに土を埋め戻した後、バットレス底
板の外した状態の少なくとも一部を１対のバットレス側面型枠に固着することが好ましい
。これにより、バットレス底板が外したところからより容易に土を埋め戻すことができる
。
【００１３】
  バットレス底板全体を外した状態で掘溝した根切り溝内に捨型枠を建込み、建込んだ捨
型枠の周囲とバットレス底板全体に対応する段差部とに土を埋め戻した後、バットレス底
板の全体を１対のバットレス側面型枠に固着することが好ましい。これにより、捨型枠を
建込んだ状態でバットレス底板全体に対応する段差部に土を埋め戻すことができる。
【００１４】
  バットレス底板が複数領域に分割可能に構成されており、バットレス底板の少なくとも
１つの分割された領域を外した状態で掘溝した根切り溝内に建込み、建込んだ捨型枠の周
囲とバットレス底板の外した状態の少なくとも１つの分割された領域に対応する段差部と
に土を埋め戻した後、バットレス底板の固着されていない少なくとも１つの分割された領
域を１対のバットレス側面型枠に固着することが好ましい。これにより、複数領域に分割
されたバットレス底板の一部から段差部に土を埋め戻すことができる。
【００１５】
  バットレス用型枠が、前記根切り溝の側壁に対向する１対のバットレス側面型枠と、該
１対のバットレス側面型枠間に配置され、該根切り溝の底面に対して傾斜した状態で前記
１対のバットレス側面型枠に固着されるバットレス底板とを有しており、該バットレス底
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板を前記１対のバットレス側面型枠に固着された状態で前記掘溝した根切り溝内に建込む
ことが好ましい。
【００１６】
  根切り溝の底面に対して傾斜した状態で１対のバットレス側面型枠にそれぞれ固着され
た１対の受けアングルをさらに備えており、バットレス底板が該１対の受けアングルによ
って支持されていることが好ましい。これにより、バットレス底板が容易に装着すること
ができる。
【発明の効果】
【００１７】
  本発明によれば、コンクリート打設前に捨型枠の外側を先行埋め戻しする際に、バット
レスの下部に対応する段差部にも埋め戻しを行うので、バットレスの傾斜面の下部への土
の充填及び埋め戻しが容易となり、また、捨型枠を用いることにより、バットレスの下部
においても型枠の脱型を行う必要がなくなり、工期の短縮化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明のバットレスの施工方法の実施例を示す完成状態の断面図である。
【図２】本発明のバットレスの施工方法に用いられた捨型枠の構成を概略的に示す斜視図
である。
【図３】本発明のバットレスの施工方法の根切り溝を掘溝する施工段階を示す断面図であ
る。
【図４】本発明のバットレスの施工方法の捨型枠を掘溝した根切り溝内に建込む施工段階
を示す断面図である。
【図５】本発明のバットレスの施工方法の土を埋め戻す施工段階を示す断面図である。
【図６】図５中Ａ－Ａ線の断面図である。
【図７】本発明のバットレスの施工方法のバットレス底板を取り付ける施工段階を示す断
面図である。
【図８】本発明のバットレスの施工方法の捨型枠内に配筋する施工段階を示す断面図であ
る。
【図９】本発明のバットレスの施工方法の他の実施例を示す断面図である。
【図１０】従来のバットレスの施工例を示すバットレスの下部に土を埋め戻した状態の断
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
  図１は本発明のバットレスの施工方法の実施形態を示す完成状態の断面図である。図２
は本実施形態で用いられたバットレス部分の捨型枠２０の構成を示しており、同図（ａ）
はバットレス底板２３を外した状態であり、（ｂ）はバットレス底板２３が装着された状
態である。また、図３～８は主な施工段階を示している。
【００２０】
  図１に示すように、本発明のバットレスの施工方法では、バットレス２を有する基礎１
を施工する際に、捨型枠２０を用いている。これにより、先行埋め戻しを行い、コンクリ
ート５０を打設してバットレス２を形成した後、脱型せずに捨型枠２０を根切り溝１０内
に埋め込んだ状態にする。
【００２１】
  また、図２に示すように、バットレス２を含む基礎１を形成する捨型枠２０は、鋼板に
より構成されたバットレス側面枠２１と、底面枠２２と、バットレス底板２３と、端部枠
２４とを含むバットレス用型枠を備えている。
【００２２】
  バットレス２を形成するためのバットレス用型枠は、根切り溝１０の側壁に対向する１
対のバットレス側面型枠２１と、この１対のバットレス側面型枠２１間に配置され、根切
り溝１０の底面に対して傾斜した状態で１対のバットレス側面型枠２１に固着されるバッ
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トレス底板２３とを有している。バットレス側面枠２１は、バットレス２を形成する箇所
において、バットレス底板２３を装着するための受けアングル２３ａが設けられている。
また、この例において、バットレス底板２３は、２枚に分割して構成されている。また、
底面枠２２は、バットレス底板２３の上端に連結する水平部分の底面板である。
【００２３】
  本発明のバットレスの施工方法は、まず、地盤に根切り溝１０を掘溝する。図３に示す
ように、根切り溝１０は、地中梁を形成するための比較的浅い地中梁部１０ａと、比較的
深い例えば独立基礎部１０ｂと、地中梁部１０ａと独立基礎部１０ｂとを連結しバットレ
ス２が形成される段差部１０ｃとを有している。
【００２４】
  次に、捨型枠２０を掘溝した根切り溝１０内に建込む工程を行う。この工程において、
バットレス側面枠２１と、底面枠２２と、端部枠２４とを組み立て、バットレス底板２３
が装着されていない状態で根切り溝１０の上方から落とし込んで根切り溝１０の地中梁部
１０ａ及び段差部１０ｃ内に据え付ける（図４参照）。独立基礎部１０ｂにおいても周知
の方法で捨型枠が建込まれる。
【００２５】
  次に、掘溝した土３０を埋め戻す（先行埋め戻し）工程を行う。この先行埋め戻し工程
においては、地中梁部１０ａ及び独立基礎部１０ｂの型枠の外側に土３０を埋め戻すこと
はもちろんのこと、段差部１０ｃにおいても、バットレス側面枠２１の外側に土３０を埋
め戻す（図６参照）。さらに、バットレス底面板２３が装着されていない開口部を介して
バットレス２の下部となる部分に土３０を埋め戻して充填する（図５参照）。
【００２６】
  次に、バットレス底板２３を取り付ける工程を行う。この取り付け工程においては、バ
ットレス底板２３を受けアングル２３ａ上に装着し溶接やボルト締めなどの方法で固着さ
せる（図７参照）。
【００２７】
  次に、捨型枠２０内に鉄筋４０を配筋する工程を行う。この配筋工程において、捨型枠
２０内に鉄筋４０を配置する（図８参照）。鉄筋４０を捨型枠２０の内部で組み立てても
良いが、外部で組み立てられた格子骨形の鉄筋４０を吊り下げ、捨型枠２０内部に設置す
ることがより望ましい。
【００２８】
  次に、捨型枠２０内にコンクリート５０を打設する工程を行う。この工程においては、
鉄筋４０を設置した捨型枠２０内にコンクリート５０を打設することによって構造物の基
礎を構築する（図１参照）。
【００２９】
  このように、本実施形態では、地中梁部１０ａと、独立基礎部１０ｂと、地中梁部１０
ａ及び独立基礎部１０ｂを連結しておりバットレス２を形成すべき段差部１０ｃとを含む
根切り溝１０を掘溝し、バットレス用型枠が段差部１０ｃに位置するように、このバット
レス用型枠を含み埋め殺しとなる捨型枠２０を掘溝した根切り溝１０内に建込み、建込ん
だ捨型枠２０の周囲とバットレス用型枠の位置する段差部１０ｃとに土３０を埋め戻した
後、捨型枠２０内に配筋４０を行ってコンクリート５０を打設する。
【００３０】
  埋め殺しとなる捨型枠２０を用い、コンクリート５０を打設する前にバットレス用型枠
の傾斜面の下部に土３０を埋め戻すことにより、バットレス２の傾斜面の下部に土３０の
充填及び埋め戻しが容易にでき、空洞が形成されることがなくなる。また、従来の施工方
法に用いられた型枠の脱型がなく、工期の短縮を図ることができる。
【００３１】
  捨型枠であるバットレス用型枠が、根切り溝１０の側壁に対向する１対のバットレス側
面型枠２１と、１対のバットレス側面型枠２１間に配置され、根切り溝１０の底面に対し
て傾斜した状態で１対のバットレス側面型枠２１に固着されるバットレス底板２３とを有
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しており、バットレス底板２３を外した状態で掘溝した根切り溝１０内に建込み、建込ん
だ捨型枠２０の周囲とバットレス底板２３に対応する段差部１０ｃとに土３０を埋め戻し
た後、バットレス底板２３を１対のバットレス側面型枠２１に固着することにより、バッ
トレス底板２３を外したところから土３０を埋め戻すことができる。
【００３２】
  根切り溝１０の底面に対して傾斜した状態で１対のバットレス側面型枠２１にそれぞれ
固着された１対の受けアングル２３ａをさらに備えており、バットレス底板２３がこの１
対の受けアングル２３ａによって支持されていることにより、バットレス底板２３が容易
に装着及び固定することができる。
【００３３】
  図９は、本発明のバットレスの施工方法の他の実施形態を示している。この場合、２枚
のバットレス底板２３のうち上端側の１枚を外した状態で掘溝した根切り溝１０内に建込
むようになっている。
【００３４】
  図９に示すように、捨型枠２０を掘溝した根切り溝１０内に建込む工程において、２枚
のバットレス底板２３のうち１枚をアングル２３ａに固着した状態で、捨型枠２０を根切
り溝１０内に建込む。捨型枠２０の外部に土を埋め戻す工程において、残った開口部から
段差部１０ｃ上に土３０を埋め戻す。このようにバットレス２の下部に対応する段差部１
０ｃに土３０を充填した後、もう１枚のバットレス底板２３を装着し溶接などの方法で固
着させる。
【００３５】
  図９に示すバットレスの施工方法は、上述した２枚のバットレス底板２３が装着されて
いない開口部から土３０をバットレス２の下部に対応する段差部１０ｃに埋め戻す方法と
同様な効果が得られる。
【００３６】
  このように、バットレス底板２３が複数領域に分割可能に構成されており、バットレス
底板２３の少なくとも１つの分割された領域を外した状態で掘溝した根切り溝１０内に建
込み、建込んだ捨型枠２０の周囲とバットレス底板２３の外した状態の少なくとも１つの
分割された領域に対応する段差部１０ｃとに土３０を埋め戻した後、バットレス底板２３
の固着されていない少なくとも１つの分割された領域を１対のバットレス側面型枠２１に
固着することにより、複数領域に分割されたバットレス底板２３の一部から段差部１０ｃ
に土３０を容易に埋め戻すことができる。
【００３７】
  なお、上述した実施形態においては、バットレス底板２３は２枚の板から構成されてい
る例を説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、バットレスの大き
さによって、１枚又は３枚以上の板から構成するようにしてもよい。
【００３８】
  また、バットレス底板２３は１枚の板から構成されている場合、バットレス底板２３全
体を外した状態で掘溝した根切り溝１０内に建込み、建込んだ捨型枠２０の周囲とバット
レス底板２３を外した状態の段差部１０ｃとに土を埋め戻した後、バットレス底板２３を
１対のバットレス側面型枠２１に固着する。
【００３９】
  また、上述した実施形態においては、バットレス底板２３の一部又は全部を外した状態
で掘溝した根切り溝１０内に建込み、土３０を埋め戻す例を説明したが、本発明はこれに
限定されるものではない。例えば、バットレス底板２３を１対のバットレス側面型枠２１
に固着した状態で根切り溝内に建込むようにしてもよい。この場合、バットレス用型枠の
側面の開口部から土３０を段差部１０ｃ上に埋め戻すことで、コンクリートを打設する前
にバットレス下部に土を先行埋め戻することができ、上述したバットレス底板２３が装着
されていない開口部から土３０を埋め戻す方法と同様な効果が得られる。
【００４０】
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  以上述べた実施形態は全て本発明を例示的に示すものであって限定的に示すものではな
く、本発明は他の種々の変形態様及び変更態様で実施することができる。従って本発明の
範囲は特許請求の範囲及びその均等範囲によってのみ規定されるものである。
【符号の説明】
【００４１】
  １０  根切り溝
  １０ａ  地中梁部
  １０ｂ  独立基礎部
  １０ｃ  段差部
  ２０  捨型枠
  ２１  バットレス側面枠
  ２２  底面枠
  ２３  バットレス底板
  ２３ａ  受けアングル
  ２４  端部枠
  ３０  土
  ４０  鉄筋
  ５０  コンクリート
  Ｈ  空洞
 
 

【図１】 【図２】
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